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国　税／ 9月分源泉所得税の納付 10月10日
国　税／ 特別農業所得者への予定納税基準額等の通知

 10月16日
国　税／ 8月決算法人の確定申告

 （法人税・消費税等） 10月31日
国　税／ 2月決算法人の中間申告 10月31日
国　税／ 11月、2月、5月決算法人の消費税等の中間申告

 （年3回の場合） 10月31日
地方税／ 個人の道府県民税及び市町村民税の第３期分

の納付 市町村の条例で定める日
労　務／ 労働者死傷病報告（7月～9月分） 10月31日
労　務／ 労災の年金受給者の定期報告
 （7月～12月生まれ） 10月31日
労　務／ 労働保険料第2期分の納付 10月31日
 （労働保険事務組合委託の場合は11月14日）

　一定の投資信託の配当や譲渡益が非課税と
なる「つみたてNISA」の金融機関での口座開
設受付が、10月１日から開始されます。平成
29年度税制改正で創設されたこの制度は、年
間の投資上限額40万円、非課税期間20年間で、
来年１月から平成49年12月までの投資が対象
となります。一般のNISAとは選択適用です。

ワンポイント つみたてＮＩＳＡの受付開始

10 月 の 税 務 と 労 務10月（神無月）OCTOBER

9日・体育の日
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10月号─2

　
設
備
工
事
を
行
う
者
で
す
が
、

生
産
性
を
ア
ッ
プ
す
る
た
め
の

方
法
や
働
き
方
に
つ
い
て
ア
ド

バ
イ
ス
を
お
願
い
し
ま
す
。

◎
女
性
や
高
齢
者
な
ど
の
活
用

　
人
手
不
足
が
当
面
の
課
題
と
な
っ

て
い
る
中
小
企
業
が
増
加
し
て
い
ま

す
。

　
こ
れ
か
ら
は
女
性
や
高
齢
者
な
ど

の
潜
在
労
働
力
の
活
用
と
多
様
な
働

き
方
の
選
択
肢
を
広
げ
て
い
く
こ
と

に
よ
っ
て
、
一
人
当
た
り
の
労
働
生

産
性
の
向
上
を
図
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
生
産
性
を
向
上
さ
せ
る
と
は
、

仕
事
を
作
業
的
に
こ
な
す
の
で
は
な

く
、
仕
事
を
し
た
こ
と
が
き
ち
ん
と

自
分
の
経
験
値
に
な
る
よ
う
に
す
る

こ
と
で
す
。

　
高
い
生
産
性
は
ノ
ウ
ハ
ウ
と
し
て

も
蓄
積
で
き
ま
す
。
一
度
最
適
な
手

法
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
同

様
な
ケ
ー
ス
に
も
当
て
は
め
る
こ
と

が
可
能
で
す
。
こ
の
た
め
に
生
産
性

向
上
に
成
功
し
た
場
合
、
ど
う
い
う

要
素
が
生
産
性
に
寄
与
し
た
か
考
慮

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

◎
多
様
な
働
き
方
改
革
を
支
え
る
環

境
整
備
を

　
女
性
や
高
齢
者
の
活
用
の
た
め
に

は
、
ま
ず
多
様
な
働
き
方
改
革
を
支

え
る
環
境
整
備
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　
職
場
に
お
け
る
健
康
・
安
全
の
確

保
、
同
一
労
働
同
一
賃
金
の
よ
う
な

公
平
・
公
正
な
処
遇
の
実
現
、
雇
用

関
係
の
不
安
を
な
く
す
よ
う
な
体
制
、

雇
用
の
入
口
・
出
口
の
整
備
と
同
時

に
社
会
保
障
制
度
の
確
立
な
ど
働
き

方
改
革
と
補
完
的
な
公
的
イ
ン
フ
ラ

の
整
備
が
大
事
で
す
。

　
さ
ら
に
人
材
力
・
教
育
の
強
化
が

必
要
で
す
。
こ
れ
は
、
大
企
業
の
方

が
教
え
る
人
材
や
期
間
に
も
ゆ
と
り

が
あ
り
、
中
小
企
業
と
は
差
が
あ
り

ま
す
が
中
小
企
業
も
Ｏ
Ｊ
Ｔ
（
職
場

で
実
務
を
与
え
て
行
う
職
業
教
育
）

等
に
よ
り
育
成
を
進
め
て
い
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　
日
本
の
労
働
市
場
は
、
正
社
員
の

「
無
限
定
性
」
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま

す
。
正
社
員
は
将
来
の
役
職
の
た
め

職
務
の
変
更
や
勤
務
地
、
残
業
を
受

け
入
れ
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

　
無
限
定
正
社
員
は
非
正
規
雇
用
か

ら
の
転
換
が
容
易
で
は
な
く
労
働
市

場
の
二
極
化
に
繋
が
っ
て
い
ま
す
。

　
長
時
間
労
働
や
転
勤
を
受
け
入
れ

る
こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
の
で

ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
（
仕
事
と

生
活
の
調
和
）
が
と
り
に
く
く
な
っ

て
い
ま
す
。
行
き
過
ぎ
れ
ば
過
労
死

や
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
の
問
題
も
生
じ
て

き
ま
す
。

　
正
社
員
の
無
限
定
性
は
働
き
方
に

係
わ
る
多
く
の
問
題
と
密
接
な
関
係

を
有
し
て
い
ま
す
。

　
中
途
採
用
の
女
性
や
高
齢
者
は
、

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
非
正
規
社
員

に
大
半
が
属
し
て
い
ま
す
。
こ
の

方
々
の
生
産
性
を
上
げ
る
に
は
時
間

当
た
り
の
生
産
性
の
意
識
が
必
要
で

す
。

　
こ
れ
ま
で
そ
れ
が
で
き
な
か
っ
た

の
は
、
成
果
や
労
働
時
間
・
努
力
を

き
ち
ん
と
把
握
す
る
こ
と
が
容
易
で

な
か
っ
た
か
ら
で
す
。

　
時
間
当
た
り
の
生
産
性
が
高
い
働

き
方
を
評
価
す
る
人
事
制
度
に
よ
っ

て
本
当
の
生
産
性
は
高
ま
っ
て
い
く

は
ず
で
す
。

　
い
く
ら
機
械
化
が
進
ん
で
も
機
械

で
は
で
き
な
い
ス
キ
ル
を
持
つ
人
材

を
し
っ
か
り
育
成
し
て
い
け
ば
人
工

知
能
や
Ｉ
ｏ
Ｔ
（
モ
ノ
の
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
）
に
も
対
応
で
き
ま
す
。
ま

た
、
芸
術
や
文
化
性
な
ど
人
間
に
し

か
で
き
な
い
こ
と
は
必
ず
残
り
ま
す
。

　
そ
の
人
間
に
し
か
で
き
な
い
こ
と

を
高
く
評
価
す
る
こ
と
も
大
切
で
す
。

◎
ど
の
よ
う
な
方
法
が
考
え
ら
れ
る
か

　
以
上
の
よ
う
な
現
実
に
お
い
て
考

え
ら
れ
る
の
は
海
外
労
働
者
を
受
け

入
れ
る
こ
と
で
す
が
、
テ
ロ
に
も
注

意
し
て
慎
重
な
受
け
入
れ
が
必
要
で

す
。

　
こ
の
他
、
次
の
方
法
が
考
え
ら
れ

ま
す
。

生
産
性
を

向
上
さ
せ
る
た
め
に
は



3─10月号

①

　非
正
規
雇
用
の
コ
ス
ト
の
引
上

げ
　
　
企
業
側
か
ら
見
る
と
な
か
な
か

難
し
い
で
す
が
、
非
正
規
雇
用
の

賃
金
の
引
上
げ
が
必
要
で
す
。
こ

の
た
め
に
公
正
な
人
事
制
度
の
確

立
が
急
務
で
す
。

　
　
こ
れ
に
よ
り
、
労
働
の
非
効
率

な
利
用
が
是
正
さ
れ
、
物
的
・
人

的
資
本
の
投
資
が
促
進
さ
れ
ま
す
。

②

　正
社
員
に
お
け
る
長
時
間
労
働

の
是
正

　
　
こ
れ
は
そ
う
簡
単
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
労
働
時
間
の
規
制
を
強

化
し
、
裁
量
労
働
制
を
単
に
促
進

す
る
の
で
は
な
く
、
職
務
を
明
確

化
し
た
限
定
正
社
員
を
拡
大
し
て

い
き
ま
す
。

　
　
こ
れ
に
成
功
し
て
い
る
企
業
も

増
え
て
き
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ

り
、
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
が

と
れ
、
非
正
規
労
働
者
雇
用
へ
の

労
働
供
給
も
減
少
し
ま
す
。

③

　人
的
資
本
の
蓄
積

　
　
中
小
企
業
を
中
心
と
し
た
職
業

訓
練
の
支
援
、
ジ
ョ
ブ
カ
ー
ド
制

の
再
構
築
、
企
業
内
教
育
だ
け
で

な
く
高
等
教
育
を
改
革
す
る
こ
と

が
必
要
で
す
。

　
　
こ
れ
に
よ
り
、
停
滞
し
て
い
る

人
的
資
本
の
蓄
積
が
活
性
化
し
、

中
小
企
業
の
生
産
性
の
向
上
も
期

待
で
き
ま
す
。

◎
助
成
金
の
検
討

　
下
記
の
よ
う
な
助
成
金
も
あ
り
ま

す
の
で
検
討
し
て
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。

○
業
務
改
善
助
成
金

　
事
業
場
内
の
時
間
給
一
、〇
〇
〇
円

未
満
の
労
働
者
の
賃
金
を
引
き
上
げ

た
中
小
企
業
に
対
し
て
、
労
働
能
率

の
増
進
に
資
す
る
設
備
・
機
器
の
導

入
等
に
係
わ
る
経
費
の
一
部
を
国
の

予
算
の
範
囲
内
で
助
成
す
る
も
の
で

す
。

　
助
成
金
額
は
五
〇
万
円
か
ら
二
〇

〇
万
円
で
す
。

　
詳
し
く
は
、
各
都
道
府
県
労
働
局

賃
金
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
業
種
別
中
小
企
業
団
体
助
成
金

　
最
低
賃
金
引
上
げ
に
向
け
て
、
業

種
別
団
体
が
業
界
を
挙
げ
て
賃
金
引

上
げ
の
た
め
の
環
境
整
備
に
取
り
組

む
費
用
を
助
成
す
る
も
の
で
す
。

　
助
成
金
額
は
、
一
〇
〇
万
円
か
ら

二
〇
〇
〇
万
円
ま
で
で
す
。

　
問
い
合
わ
せ
は
、
厚
生
労
働
省
労

働
基
準
局
労
働
条
件
政
策
課
へ
。

正規雇用者と非正規雇用者の賃金格差（内閣府資料）

正規・非正規別月間残業時間（2015 年・内閣府資料）

製造業、中企業（100～999 人）、男性、高校卒

正規
↓

↑
非正規

（万円）－

60－

50－

40－

30－

20－

10－

0－
（歳）

（％）

～1
9

20
～2
4

25
～2
9

30
～3
4

35
～3
9

40
～4
4

45
～4
9

50
～5
4

55
～5
9

60
～6
4

■正規雇用者
■非正規雇用者

12－

10－

8－

6－

4－

2－

0－

（
残
業
時
間
）41～60時間 61～80時間 81～100 時間 101～120 時間 121 時間以上

製造業、中企業（100～999 人）、男性、大学・大学院卒

正規
↓

↑
非正規

（万円）－

60－

50－

40－

30－

20－

10－

0－
（歳）

20
～2
4

25
～2
9

30
～3
4

35
～3
9

40
～4
4

45
～4
9

50
～5
4

55
～5
9

60
～6
4
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平
成
二
十
九
年
度
税
制
改
正
で
は
、

中
小
企
業
の
設
備
投
資
減
税
に
つ
い

て
、
次
の
制
度
が
創
設
等
さ
れ
ま
し

た
。

１
　
中
小
企
業
経
営
強
化
税
制
の
創
設

⑴

　従
来
と
の
関
係

　
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
の
上
乗

せ
措
置
（
生
産
性
向
上
設
備
等
に
係

る
即
時
償
却
等
）
が
中
小
企
業
経
営

強
化
税
制
と
し
て
改
組
さ
れ
、
一
定

の
器
具
備
品
及
び
建
物
附
属
設
備
が

対
象
に
追
加
さ
れ
て
い
ま
す
。

⑵

　制
度
の
概
要

　
青
色
申
告
書
を
提
出
す
る
中
小
企

業
者
等
が
、
中
小
企
業
等
経
営
強
化

法
の
認
定
を
受
け
た
経
営
力
向
上
計

画
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
九
年
四
月

一
日
か
ら
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
に
、
特
定
経
営
力
向
上
設

備
等
（
生
産
等
設
備
を
構
成
す
る
機

械
装
置
、
工
具
、
器
具
備
品
、
建
物

附
属
設
備
及
び
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
で
、

経
営
力
向
上
設
備
等
に
該
当
す
る
も

の
の
う
ち
、
一
定
規
模
以
上
の
も
の
）

の
取
得
等
を
し
て
、
そ
の
特
定
経
営

力
向
上
設
備
等
を
国
内
に
あ
る
そ
の

法
人
の
指
定
事
業
の
用
に
供
し
た
場

合
に
は
、
即
時
償
却
又
は
取
得
価
額

の
七
％
（
特
定
中
小
企
業
者
等
は

一
〇
％
）
の
税
額
控
除
と
の
選
択
適

用
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
税
額
控

除
の
額
は
当
期
の
法
人
税
額
の
二
〇

％
を
上
限
と
し
、
控
除
限
度
超
過
額

は
一
年
間
の
繰
越
し
が
で
き
ま
す
。

⑶

　イ
メ
ー
ジ

　
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
（
セ
ル
フ

レ
ジ
を
新
規
取
得
し
た
場
合
の
例
）。

　【導
入
例
】

　
経
営
力
を
向
上
さ
せ
る
設
備

と
し
て
セ
ル
フ
レ
ジ
（
複
数
台

合
計
で
約
一
、五
〇
〇
万
円
）

を
新
規
取
得
し
た
場
合

即
時
償
却
ま
た
は
税
額
控
除
が

選
択
適
用
！

　
取
得
価
額
一
、五
〇
〇
万
円
全

額
を
損
金
算
入
（
即
時
償
却
）、

ま
た
は
約
一
五
〇
万
円
（
取
得

価
額
の
一
〇
％
）※
を
法
人
税

か
ら
控
除
で
き
ま
す
。

※
資
本
金
三
千
万
円
超
一
億
円

以
下
の
法
人
の
場
合
は
、
約

一
〇
五
万
円
（
取
得
価
額
の

七
％
）

⑷

　対
象
設
備
の
拡
充

　
平
成
二
十
九
年
度
か
ら
対
象
設
備

が
拡
充
さ
れ
ま
し
た
（
図
表
１
、２

参
照
）。

⑸

　認
定
手
続
き

　
適
用
を
受
け
る
中
小
企
業
者
等
は
、

人
材
育
成
、
コ
ス
ト
管
理
等
の
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
の
向
上
や
設
備
投
資
な
ど
、

自
社
の
経
営
力
を
向
上
さ
せ
る
た
め

の
実
施
計
画
で
あ
る
「
経
営
力
向
上

計
画
」
を
事
業
分
野
別
の
担
当
窓
口

（
経
済
産
業
局
な
ど
）
へ
申
請
し
、

認
定
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

⑹

　認
定
が
な
い
場
合

　
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
の
認
定

が
な
く
て
も
、
機
械
装
置
等
を
導
入

し
た
場
合
は
、
従
来
ど
お
り
中
小
企

業
投
資
促
進
税
制
に
よ
り
、
取
得
価

額
の
三
〇
％
の
特
別
償
却
又
は
七
％

の
税
額
控
除
の
選
択
適
用
（
資
本
金

三
千
万
円
超
の
法
人
に
は
税
額
控
除

の
適
用
な
し
）
が
で
き
ま
す
。

２
　
固
定
資
産
税
の
特
例

　
中
小
企
業
者
等
が
、
中
小
企
業
等

経
営
強
化
法
の
認
定
を
受
け
た
経
営

力
向
上
計
画
に
基
づ
き
一
定
の
設
備

を
新
規
取
得
し
た
場
合
、
固
定
資
産

税
が
三
年
間
に
わ
た
っ
て
二
分
の
一

に
半
減
さ
れ
ま
す（
図
表
３
参
照
）。

３
　
地
域
未
来
投
資
促
進
税
制
の
創
設

　
地
域
の
強
み
（
技
術
・
観
光
資
源
・

農
水
産
品
等
）
を
活
か
し
て
地
域
活

性
化
に
貢
献
す
る
先
進
的
な
事
業
に

つ
い
て
、
工
場
・
店
舗
や
機
械
等
を

導
入
し
た
場
合
、
特
別
償
却
又
は
税

額
控
除
が
選
択
適
用
で
き
ま
す
（
図

表
４
参
照
）。

平成29年度
税制改正による

設

　備

　投

　資

減
税
の
ポ
イ
ン
ト
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図表2
生産性向上設備（Ａ類型・工業会証明） 収益力強化設備（Ｂ類型・経産局確認）

要件 生産性が旧モデル比年平均１％以上向上する
設備

投資利益率が年平均５％以上の投資計画に係
る設備

対象
設備

◆機械装置（160万円以上/発売から10年以内）◆機械装置（160万円以上）
◆測定工具及び検査工具（30万円以上/5年以
内）

◆工具（30万円以上）

◆器具備品（30万円以上/6年以内） ◆器具備品（30万円以上）
◆建物附属設備（60万円以上/14年以内） ◆建物附属設備（60万円以上）
◆ソフトウエア（情報収集機能及び分析・指
示機能を有するもの）（70万円以上/5年以
内）

◆ソフトウエア（70万円以上）

図表４
適用期間：平成29年7月31日～平成31年
　　　　　3月31日

対象設備 特別償却 税額控除

機械装置 40% 4%

器具備品 40% 4%

建物・附属設
備・構築物 20% 2%

総投資額2,000万円以上が対象。支援対象は設
備合計額のうち100億円まで。

図表３
固定資産税の特例（工業会証明）

要件 生産性が旧モデル比年平均１％以上向上する設備

対象
設備

◆機械装置（160万円以上/発売から10年以内）
◆測定工具及び検査工具（30万円以上/5年以内）
◆器具備品（30万円以上/6年以内）
◆建物附属設備（償却資産として課税されるもの）
　（60万円以上/14年以内）

平成29年度税制改正により対象に追加された設備（測定工具及び検
査工具・器具備品・建物附属設備）については、対象地域・対象業種
が一部限定されます。業種が限定される地域は、最低賃金が全国平均
以上の７都府県（埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、京都、大阪）と
なります。上記以外の40道県においては全業種が対象です。機械装
置については、引き続き全国・全業種で対象になります。

今までは…

機
械
装
置

器
具
備
品

建
物
附
属
設
備

対象が機械装置等に限定

金属加工機械 NC加工機

冷蔵庫陳列棚 ルームエアコン

業務用冷蔵庫 セルフレジ

（例）

（例）

蓄電池設備

空調設備

ココが変わった！
サービス業でも使いやすいよう、器具備品や建物附属設備などが対象に追加されました。

図表 1
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　「
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す

る
法
律
」で
は
、事
業
主
に
対
し
て
、

雇
用
す
る
労
働
者
に
占
め
る
障
害
者

の
割
合
が
一
定
率
（
法
定
雇
用
率
）

以
上
に
な
る
よ
う
義
務
づ
け
て
い
ま

す
。
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
は
、

こ
の
法
定
雇
用
率
が
引
き
上
げ
ら
れ

る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　
今
回
は
、
障
害
者
雇
用
率
制
度
お

よ
び
障
害
者
雇
用
納
付
金
制
度
を
取

り
上
げ
ま
す
。

一
　法
定
雇
用
率
の
引
上
げ

㈠

　法
定
雇
用
率

　
法
定
の
障
害
者
雇
用
率
は
、
平
成

三
十
年
四
月
よ
り
次
の
と
お
り
と
な

り
ま
す
（
カ
ッ
コ
内
は
現
行
の
率
）

①

　民
間
事
業
主

　
二
・
二
％
（
二
・
〇
％
）

②

　国
、
地
方
公
共
団
体
等

　
二
・
五
％
（
二
・
三
％
）

③

　都
道
府
県
等
の
教
育
委
員
会

　
二
・
四
％
（
二
・
二
％
）

※
法
定
雇
用
率
は
、
平
成
三
十
三
年

四
月
ま
で
に
、
更
に
〇
・
一
％
引

き
上
げ
ら
れ
ま
す
（
民
間
事
業
主

の
場
合
、
二
・
三
％
）。
具
体
的
な

引
上
げ
時
期
は
今
後
議
論
が
な
さ

れ
ま
す
。

㈡

　雇
用
す
る
障
害
者
数

　
法
定
雇
用
率
の「
二
・
二
％
」と
は
、

労
働
者
四
十
五・五
人
（
現
行
は
五
十

人
）
に
対
し
、
一
人
の
障
害
者
を
雇

用
す
る
こ
と
を
表
し
ま
す
。

　
雇
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
障
害

者
の
数
は
、「
労
働
者
数
×
法
定
雇

用
率
」
に
よ
り
算
出
し
、
小
数
点
以

下
の
端
数
を
切
り
捨
て
て
求
め
ま
す
。

　
な
お
、
短
時
間
労
働
者
（
一
週
間

の
所
定
労
働
時
間
が
二
十
時
間
以
上

三
十
時
間
未
満
で
あ
る
者
）
に
つ
い

て
は
、
〇
・
五
人
の
労
働
者
と
み
な

し
ま
す
。

㈢

　新
た
に
対
象
と
な
る
事
業
主
の

注
意
点

　
現
行
で
は
労
働
者
数
五
十
人
未
満

の
事
業
主
に
障
害
者
雇
用
義
務
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
法
定
雇
用
率
の
引
上

げ
に
伴
い
、
平
成
三
十
年
四
月
か
ら

は
労
働
者
数
四
十
五
・
五
人
以
上

五
〇
人
未
満
の
事
業
主
に
障
害
者
雇

用
義
務
が
生
じ
ま
す
。

　
対
象
事
業
主
と
な
る
場
合
は
、
次

の
点
に
留
意
し
ま
す
。

①

　障
害
者
雇
用
状
況
報
告

　
毎
年
六
月
一
日
現
在
に
お
け
る
障

害
者
雇
用
状
況
を
、
所
定
の
報
告
書

に
記
載
し
て
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
提
出

し
ま
す
（
七
月
十
五
日
ま
で
）。

　
電
子
申
請
に
よ
る
報
告
も
可
能
で

す
。

②

　障
害
者
雇
用
推
進
者
の
選
任

　
障
害
者
雇
用
の
促
進
と
継
続
を
図

る
た
め
「
障
害
者
雇
用
推
進
者
」
を

選
任
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　
企
業
に
お
け
る
障
害
者
雇
用
の
連

絡
窓
口
と
し
て
選
任
す
る
も
の
で
、

障
害
者
雇
用
に
つ
い
て
の
取
組
体
制

を
整
備
す
る
こ
と
に
主
眼
が
あ
り
、

人
事
労
務
担
当
の
部
長
ク
ラ
ス
が
選

任
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
主
な
業
務
と
し
て
、
次
の
も
の
が

あ
り
ま
す
。

・
障
害
者
の
職
場
環
境
の
整
備
等

・
障
害
者
雇
用
状
況
報
告
に
関
す
る

業
務

・
障
害
者
を
解
雇
す
る
場
合
に
お
け

る
公
共
職
業
安
定
所
長
へ
の
届
出

の
業
務

・
障
害
者
雇
入
れ
計
画
の
作
成

二
　障
害
者
雇
用
納
付
金
等

　
障
害
者
を
雇
用
す
る
に
は
、
職
場

環
境
の
整
備
や
特
別
の
雇
用
管
理
等

が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
経

済
的
負
担
が
伴
う
こ
と
か
ら
、
雇
用

義
務
を
履
行
し
て
い
る
事
業
主
と
履

行
し
て
い
な
い
事
業
主
と
で
は
そ
の

経
済
的
負
担
に
差
が
生
じ
ま
す
。

　
事
業
主
の
経
済
的
負
担
の
調
整
を

図
る
と
と
も
に
、
障
害
者
の
雇
用
水

準
を
引
き
上
げ
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
雇
用
率
未
達
成
の
事
業
主
か
ら

納
付
金
を
徴
収
し
、
雇
用
率
を
達
成

し
て
い
る
事
業
主
に
対
し
て
調
整
金
、

報
奨
金
の
支
給
等
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
。

㈠

　障
害
者
雇
用
納
付
金

①

　対
象
事
業
主

　
常
用
雇
用
労
働
者
数
が
百
人
を
超

え
る
事
業
主
※
は
、
障
害
者
雇
用
納

付
金
の
申
告
を
行
い
ま
す
。

　
百
人
以
下
の
場
合
は
、
障
害
者
雇

用
納
付
金
の
申
告
義
務
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
一
定
数
を
超
え
て
障
害
者
を

雇
用
し
て
い
る
場
合
は
、
後
述
す
る

　
平
成
三
十
年
四
月
よ
り

　障害
者
雇
用
率
を
引
上
げ
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報
奨
金
の
支
給
申
請
を
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

※
　
四
月
か
ら
翌
年
三
月
ま
で
の
十

二
か
月
間
の
う
ち
、
常
用
労
働
者

数
が
百
人
を
超
え
る
月
が
五
か
月

以
上
あ
る
事
業
主
を
い
い
ま
す
。

　
な
お
、
こ
の
制
度
に
お
け
る
常
用

労
働
者
と
は
、
一
週
間
の
所
定
労
働

時
間
が
二
十
時
間
以
上
の
者
が
対
象

と
な
り
ま
す
（
週
所
定
労
働
時
間
が

二
十
時
間
以
上
三
十
時
間
未
満
の
短

時
間
労
働
者
は
、
〇
・
五
人
と
し
て

計
算
）。

　
雇
用
期
間
の
定
め
が
な
く
雇
用
さ

れ
て
い
る
労
働
者
の
ほ
か
、
一
定
の

期
間
を
定
め
て
雇
用
さ
れ
て
い
る
労

働
者
の
う
ち
一
年
を
超
え
て
継
続
雇

用
さ
れ
る
見
込
み
が
あ
る
者
や
既
に

一
年
を
超
え
て
引
き
続
き
雇
用
さ
れ

て
い
る
者
も
含
み
ま
す
。

②

　納
付
金
の
額
（
原
則
）

　「
一
　
法
定
雇
用
率
の
引
上
げ
」
に

お
い
て
触
れ
た
法
定
雇
用
率
を
基
に

雇
用
す
べ
き
障
害
者
数
を
算
出
し
、

不
足
が
あ
る
と
き
は
、
一
人
あ
た
り

月
額
五
万
円
の
障
害
者
雇
用
納
付
金

の
納
付
義
務
が
生
じ
ま
す
。

　
重
度
の
身
体
障
害
者
・
知
的
障
害

者
を
雇
用
し
て
い
る
場
合
は
、
過
不

足
の
計
算
の
際
に
、
一
人
の
雇
用
に

つ
き
二
人
の
障
害
者
を
雇
用
し
た
も

の
と
み
な
し
て
計
算
し
ま
す
。

　
短
時
間
労
働
者
は
〇
・
五
人
（
重

度
の
身
体
障
害
者
・
知
的
障
害
者
で

あ
る
短
時
間
労
働
者
の
場
合
は
一
人
）

と
し
て
計
算
し
ま
す
。

③

　納
付
金
の
額
（
特
例
）

　
常
用
雇
用
労
働
者
の
総
数
が
百
人

超
二
百
人
以
下
の
事
業
主
※
は
、
平

成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
納

付
金
の
減
額
特
例
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

※
　
四
月
か
ら
翌
年
三
月
ま
で
の
十

二
か
月
間
の
う
ち
、
常
用
労
働
者

数
が
二
百
人
以
下
の
月
が
八
か
月

以
上
あ
る
事
業
主
を
い
い
ま
す
。

　
特
例
が
適
用
さ
れ
る
規
模
の
事
業

主
に
つ
い
て
は
、
不
足
一
人
あ
た
り

の
月
額
が
四
万
円
に
減
額
さ
れ
ま
す
。

④

　申
告
・
納
付
時
期

　
四
月
一
日
か
ら
五
月
十
五
日
ま
で

の
間
に
、
所
定
の
申
告
書
を
独
立
行

政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用

支
援
機
構
に
提
出
し
ま
す
。
時
期
と

提
出
窓
口
は
、
次
の
㈡
、
㈣
の
制
度

で
も
同
様
で
す
。

　
納
付
方
法
は
、
全
納
と
延
納
の
二

通
り
が
あ
り
ま
す
。

　
全
納
の
場
合
は
五
月
十
五
日
ま
で

に
全
額
を
納
付
し
ま
す
。
納
付
金
の

額
が
百
万
円
以
上
に
な
る
場
合
は
、

三
期
（
五
月
十
五
日
、
七
月
三
十
一

日
、
十
一
月
三
十
日
）
に
分
け
て
納

付
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

⑤

　引
上
げ
後
の
法
定
雇
用
率
に
よ

る
算
定

　
平
成
三
十
年
四
月
か
ら
新
し
い
法

定
雇
用
率
に
よ
る
障
害
者
雇
用
義
務

が
生
じ
ま
す
が
、
障
害
者
雇
用
納
付

金
の
申
告
に
お
い
て
新
し
い
率
を
用

い
た
算
定
を
行
う
の
は
、
平
成
三
十

一
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
五
月
十
五

日
ま
で
の
間
に
申
告
す
る
分
（
申
告

対
象
期
間
は
、
平
成
三
十
年
四
月
か

ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
）

か
ら
と
な
り
ま
す
。

㈡

　障
害
者
雇
用
調
整
金

　
常
用
雇
用
労
働
者
数
が
百
人
超
で

あ
っ
て
、
雇
用
す
る
障
害
者
数
が
法

定
雇
用
障
害
者
数
を
超
え
て
い
る
事

業
主
に
対
し
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
調
整
金
の
額
は
、
超
過
数
一
人
あ

た
り
月
額
二
万
七
千
円
で
す
。

㈢

　報
奨
金

　
常
用
雇
用
労
働
者
数
が
百
人
以
下

で
あ
っ
て
、
雇
用
す
る
障
害
者
数
が

一
定
数
を
超
え
て
い
る
事
業
主
に
対

し
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
報
奨
金
の
額
は
、
一
人
あ
た
り
月

額
二
万
一
千
円
で
す
。

　
四
月
一
日
か
ら
七
月
三
十
一
日
（
納

付
金
・
調
整
金
の
書
類
提
出
時
期
と

異
な
り
ま
す
）
ま
で
の
間
に
、
所
定

の
申
請
書
を
独
立
行
政
法
人
高
齢
・

障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
に
提

出
し
ま
す
。
時
期
と
提
出
窓
口
は
、

㈤
の
制
度
で
も
同
様
で
す
。

㈣

　在
宅
就
業
障
害
者
特
例
調
整
金

　
在
宅
就
業
障
害
者
※
に
仕
事
を
発

注
し
た
納
付
金
申
告
事
業
主
・
調
整

金
申
請
事
業
主
（
常
時
労
働
者
数
百

人
超
）
に
対
し
、
支
払
っ
た
業
務
の

対
価
に
応
じ
た
額
が
支
給
さ
れ
ま
す

（
上
限
額
あ
り
）。

※
　
自
宅
の
ほ
か
、
障
害
者
が
業
務

を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る

施
設
や
就
労
に
必
要
な
知
識
及
び

能
力
の
向
上
の
た
め
に
必
要
な
訓

練
等
が
行
わ
れ
る
場
所
等
に
お
い

て
、
物
品
の
製
造
、
役
務
の
提
供

等
の
業
務
を
自
ら
行
う
障
害
者（
雇

用
さ
れ
て
い
る
者
を
除
く
）
を
い

い
ま
す
。
次
の
在
宅
就
業
障
害
者

特
例
報
奨
金
に
つ
い
て
も
同
様
で

す
。

㈤

　在
宅
就
業
障
害
者
特
例
報
奨
金

　
在
宅
就
業
障
害
者
に
仕
事
を
発
注

し
た
報
奨
金
申
請
対
象
事
業
主
（
常

時
労
働
者
数
百
人
以
下
）
に
対
し
、

支
払
っ
た
業
務
の
対
価
に
応
じ
た
額

が
支
給
さ
れ
ま
す
。



　新卒の入社後１年未満の社員、途中入社
で新しい職場でまだ１年経っていない社員
には、早く会社に慣れてほしいと思います。
　“会社にとって一人前の戦力になる”に
は色々な方法があるでしょうが、Ｆ経営コ
ンサルタントは、次の三つの「クセづけ」を
勧めます。
　１．メモをとる
　２．見送りをする
　３．手紙を書く
　これを聞くと当たり前のことと思えるで
しょうが、実行となるとこの中には種々の
ヒントが溢れています。
　メモをとる…ただ漫然とメモしているだ
けではダメで、一所懸命、全力でとる。
　相手の目を見て、時にはなるほど、そう
か、と相槌を打ちながらメモをする。
　一所懸命に聞きながら「その際の注意点
も教えて頂きたいのですが」となると、相

手も真剣に「よし、私の失敗談も話してお
いた方が良いかもしれない」等、積極的に
向き合ってくる。
　見送りをする…廊下を歩いてエレベータ
ーに乗る。そしたら一緒に乗り込む。その
時、エレベーターの中では、
「今年は例年になく寒さが厳しくなるそう
です」「そうみたいだね」
「帰り道、ドラッグストアで店員の方がマ
スクを山積みにしていました。風邪も流行
りそうですね」「そうだね」
　相手が、うなずく程度の話す内容にして、
ややこしい質問を気負ってすることは避け
る。
　手紙を書く…手紙魔であることは、社会
人として成功する上での鉄則。毎日３通書
き続けて出世しない人間はいないとＦコン
サルタントは指摘します。
　手紙には相手の名前を入れること、エピ
ソードを盛り込み、会った時の感謝の言葉
を入れる。
　この３点で良いのではないでしょうか。

三つのクセ

　「ホームロイヤー」とは、かかりつけの
医者がいると安心なように、あなたの顧問
弁護士のことです。ホームロイヤー契約の
多くは、任意後見契約の発効までの間の、
老後の備えとしての利用です。
　任意後見契約とは、信頼できる者（弁護
士など）に予め設定した委任の範囲で後見
人として動いてもらうよう委任しておく契
約で、発効は法的な判断力が低下した以降
です。しかし、判断能力は一気というより
徐々に衰えることが多く、実はその間にこ
そ入退院など急な環境整備が求められたり
します。
　また、この場合のホームロイヤー契約の
利点として、将来後見人になる弁護士と定
期的に意思疎通を図っておくことで、任意
後見契約発効の時期を逃さずに済みます。
　一方、弁護士も、その方の人柄、生活状
況、趣味・嗜好など十分理解することがで
きます。
参考：東京弁護士会HP「ホームロイヤー契約」

ホームロイヤー契約
　ス
ト
レ
ス
に
上
手
に
対
処
し
て
い

る
人
は
、そ
の
状
況
を〝
区
切
る
〞
こ

と
に
よ
り
緊
張
と
い
う
感
情
を
断
ち

切
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　ス
ト
レ
ス
の
原
因
に
直
接
対
処
す

る
の
で
は
な
く
、
休
憩
時
間
や
休
暇

を
積
極
的
に
取
り
入
れ
た
り
、
ス
ト

レ
ス
の
あ
る
場
所
（
会
社
）
か
ら
空

間
的
な
距
離
を
と
る
こ
と
で
、
連
続

す
る
緊
張
し
た
感
情
を
時
間
的
・
空

間
的
に
区
切
っ
て
い
る
の
で
す
。

　社
員
食
堂
で
お
昼
を
食
べ
る
よ
り

も
会
社
か
ら
外
に
出
た
方
が
気
分
転

換
に
な
り
ま
す
し
、
週
末
に
郊
外
に

出
か
け
る
等
も
同
様
で
す
。

　ま
た
、
疲
れ
た
か
ら
休
む
の
で
は

な
く
、
疲
れ
る
前
に
あ
ら
か
じ
め
休

む
（
構
え
る
）
よ
う
に
し
ま
す
。

　マ
ラ
ソ
ン
選
手
が
〝
ベ
ス
ト
コ
ン

デ
ィ
シ
ョ
ン
〞
で
走
り
切
る
た
め
、

喉
が
渇
く
前
に
水
を
飲
む
よ
う
に
、

自
分
の
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ン
を
良
い
状

態
に
保
つ
た
め
に
は
、
こ
の
二
つ
の

実
行
を
お
勧
め
し
ま
す
。

ス
ト
レ
ス
の
解
消
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